
 

 

 

 

 

 

 
以下の支店（特定支店）において、店舗営業時間を変更（昼休業

を導入）することとしましたので、お知らせいたします。 

 組合員・利用者の皆様には、ご不便をおかけいたしますが、何卒

ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

変更日 令和６年４月１日（月）より 

支  店 昼休業時間 

藤 が 岡 支 店 

( 0 4 6 6 - 2 5 - 7 5 6 1 ) 
《１２：００～１３：００》 

小 出 支 店 

( 0 4 6 7 - 5 1 - 0 5 3 1 ) 
《１２：００～１３：００》 

倉 見 支 店 

( 0 4 6 7 - 7 4 - 3 6 1 1 ) 
《１２：００～１３：００》 

柏 ヶ 谷 支 店 

( 0 4 6 - 2 3 2 - 2 7 1 1 ) 
《１２：００～１３：００》 

海 西 支 店 

( 0 4 6 - 2 3 2 - 2 0 4 2 ) 
《１２：００～１３：００》 

※昼休業時間中でも、ＡＴＭは通常どおりご利用可能です。 

※昼休業時間中は、近隣店舗もしくは他の店舗をご利用ください。 
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